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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置を備える電子機器であって、
　前記撮像装置は、
　外装部材に固定されるホルダと、
　前記ホルダに対して回転可能に支持される第１の回転操作部材と、
　前記第１の回転操作部材に軸方向に対向して配置され、前記ホルダに対して回転可能に
支持される第２の回転操作部材と、
　前記第１の回転操作部材を回転操作する際にクリック力を発生させる第１のクリック機
構と、
　前記第２の回転操作部材を回転操作する際にクリック力を発生させる第２のクリック機
構と、を備え、
　前記第１のクリック機構及び前記第２のクリック機構は、前記第１の回転操作部材と前
記第２の回転操作部材とが軸方向に対向する空間に配置されており、
　前記第１のクリック機構は、
　第１のクリック部材と、
　前記第１の回転操作部材に対して前記第１の回転操作部材の回転方向に複数設けられ、
前記第１のクリック部材が係合する第１の係合部と、
　前記第１のクリック部材の収納部を有し、前記第１のクリック部材を前記第１の係合部
に向けて付勢する第１の付勢部と、を備え、
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　前記第２のクリック機構は、
　第２のクリック部材と、
　前記第２の回転操作部材に対して前記第２の回転操作部材の回転方向に複数設けられ、
前記第２のクリック部材が係合する第２の係合部と、
　前記第２のクリック部材の収納部を有し、前記第２のクリック部材を前記第２の係合部
に向けて付勢する第２の付勢部と、を備え、
　前記第１の付勢部及び前記第２の付勢部は、前記ホルダに固定された板状部材に一体に
設けられており、
　前記板状部材に設けられた前記第１の付勢部は上方に折り曲げられていると共に、前記
板状部材に設けられた前記第２の付勢部は下方に折り曲げられていることを特徴とする電
子機器。
【請求項２】
　前記板状部材に設けられた前記第１の付勢部は、前記第１の回転操作部材の側に折り曲
げられ、
　前記板状部材に設けられた前記第２の付勢部は、前記第２の回転操作部材の側に折り曲
げられていることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第１の係合部は、前記第１の回転操作部材に固定されるクリック板に形成されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第２の係合部は、前記第２の回転操作部材に形成されていることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第１の回転操作部材と一体に回転する第１の接片と、
　前記第２の回転操作部材と一体に回転する第２の接片と、
　第１のパターン部及び第２のパターン部が同一の面に形成されたパターン基板と、を備
え、
　前記パターン基板は、前記第１のパターン部が前記第１の接片と接触し、前記第２のパ
ターン部が前記第２の接片と接触するように、前記ホルダの軸方向の両面を前記第１のパ
ターン部及び第２のパターン部で挟むように折り曲げられて配置されていることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記ホルダは、前記第２の回転操作部材の内周側に配置されていることを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第１の回転操作部材の回転軸と前記第２の回転操作部材の回転軸とは、同軸配置さ
れていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置を含む電子機器
に関し、特に複数段の回転操作部材を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置では、上下２段の操作ダイアルを互いに独立させて回転操
作可能に設けたものが提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　この提案では、上段の操作ダイアルは、操作ダイアルと一体に回転する板金部材に複数
のクリック穴が形成されており、操作ダイアルの軸方向にボールとボールをクリック穴に
向けて付勢するバネが設けられている。そして、操作ダイアルを回転操作すると、ボール
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が板金部材のクリック穴を乗り越え、これにより、クリック力を発生させている。
【０００４】
　一方、下段の操作ダイアルは、操作ダイアルの裏面側に複数のクリック溝が形成されて
おり、操作ダイアルの軸方向に設置されたボールをバネによりクリック溝に向けて付勢し
ている。そして、操作ダイアルを回転操作すると、ボールがクリック溝を乗り越え、これ
により、クリック力を発生させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－６７３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１では、上下２段のいずれの操作ダイアルについても、クリック力を発生
させるために、操作ダイアルの軸方向にボールとバネを設けているため、上下２段の操作
ダイアル全体が軸方向に大型化してしまう。例えば、カメラ本体の上面部に対して上下方
向に上下２段の操作ダイアルを設けた場合、カメラ全体の高さ方向の大型化を招くことに
なる。
【０００７】
　そこで、本発明は、互いに独立して回転操作可能な複数段の回転操作部材の軸方向の寸
法を短くして、電子機器の小型化を図る仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、撮像装置を備える電子機器であって
、前記撮像装置は、外装部材に固定されるホルダと、前記ホルダに対して回転可能に支持
される第１の回転操作部材と、前記第１の回転操作部材に軸方向に対向して配置され、前
記ホルダに対して回転可能に支持される第２の回転操作部材と、前記第１の回転操作部材
を回転操作する際にクリック力を発生させる第１のクリック機構と、前記第２の回転操作
部材を回転操作する際にクリック力を発生させる第２のクリック機構と、を備え、前記第
１のクリック機構及び前記第２のクリック機構は、前記第１の回転操作部材と前記第２の
回転操作部材とが軸方向に対向する空間に配置されており、前記第１のクリック機構は、
第１のクリック部材と、前記第１の回転操作部材に対して前記第１の回転操作部材の回転
方向に複数設けられ、前記第１のクリック部材が係合する第１の係合部と、前記第１のク
リック部材の収納部を有し、前記第１のクリック部材を前記第１の係合部に向けて付勢す
る第１の付勢部と、を備え、前記第２のクリック機構は、第２のクリック部材と、前記第
２の回転操作部材に対して前記第２の回転操作部材の回転方向に複数設けられ、前記第２
のクリック部材が係合する第２の係合部と、前記第２のクリック部材の収納部を有し、前
記第２のクリック部材を前記第２の係合部に向けて付勢する第２の付勢部と、を備え、前
記第１の付勢部及び前記第２の付勢部は、前記ホルダに固定された板状部材に一体に設け
られており、前記板状部材に設けられた前記第１の付勢部は上方に折り曲げられていると
共に、前記板状部材に設けられた前記第２の付勢部は下方に折り曲げられていることを特
徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、互いに独立して回転操作可能な複数段の回転操作部材の軸方向の寸法
を短くすることができるので、電子機器の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の電子機器の実施形態の一例であるデジタルカメラを正面側（被写体側）
から見た斜視図である。
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【図２】モードダイアル及び露出補正ダイアルの回転操作機構の分解斜視図である。
【図３】カメラ本体にモードダイアル及び露出補正ダイアルを組み込んだ状態を示す断面
図である。
【図４】露出補正ダイアルとホルダ及び板金部材との位置関係を示す分解斜視図である。
【図５】モードダイアルを裏面側から見た状態示す斜視図である。
【図６】パターン基板の展開図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態の一例を説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の電子機器の実施形態の一例であるデジタルカメラを正面側（被写体側
）から見た斜視図である。
【００１３】
　本実施形態のデジタルカメラは、図１に示すように、正面側カバー１０２、背面側カバ
ー１０７、上面側カバー１０６、右面側カバー１０４、不図示の左面側カバー、及び底面
側カバーによりカメラ本体１０１の外装を形成している。
【００１４】
　カメラ本体１０１の正面側には、レンズ鏡筒１０３が設けられている。また、カメラ本
体１０１の上面部には、電源ボタン１０９、モードダイアル１１０、露出補正ダイアル１
１１、ズームレバー１１２、レリースボタン１１３及びポップアップ式のストロボユニッ
ト１０５が設けられている。カメラ本体１０１の背面側には、ＬＣＤ等の表示ユニット１
０８がカメラ本体１０１に対して開閉方向に回動可能に支持されている。
【００１５】
　ここで、また、モードダイアル１１０は、上下二段の回転操作部材のうちの上段の回転
操作部材で本発明の第１の回転操作部材の一例に相当し、本実施形態では、回転操作によ
りカメラの撮影モードを選択できるように構成されている。露出補正ダイアル１１１は、
上下二段の回転操作部材のうちの下段の回転操作部材で本発明の第２の回転操作部材の一
例に相当し、本実施形態では、回転操作により撮影時の露出補正値を撮影者が選択できる
ように構成されている。
【００１６】
　次に、図２乃至図６を参照して、モードダイアル１１０及び露出補正ダイアル１１１の
回転操作機構について説明する。
【００１７】
　図２は、モードダイアル１１０及び露出補正ダイアル１１１の回転操作機構の分解斜視
図である。図３は、カメラ本体１０１にモードダイアル１１０及び露出補正ダイアル１１
１を組み込んだ状態を示す断面図である。図４は、露出補正ダイアル１１１とホルダ２０
２及び板状部材２０８との位置関係を示す分解斜視図である。図５は、モードダイアル１
１０を裏面側から見た状態示す斜視図である。図６は、パターン基板２１３の展開図であ
る。
【００１８】
　図２において、トップベース２０１は、カメラ本体１０１の上面部の外装の一部を形成
し、ビス等によりカメラ本体１０１の不図示のシャーシと上面側カバー１０６に固定され
ている。ここで、トップベース２０１は、本発明の外装部材の一例に相当する。
【００１９】
　トップベース２０１には、モードダイアル１１０及び露出補正ダイアル１１１の後述す
る各々の印字部１１０ａ，１１１ｂを合わせるための印となる指標２０１ａが設けられて
いる。また、トップベース２０１には、軸部２０２ａを有するホルダ２０２がベース板金
２０６及び接地板金２０７と共にビス２０３～２０５等により固定されている。
【００２０】
　図２乃至図４を参照して、ホルダ２０２の軸部２０２ａの先端には、凹部２０２ｂが軸
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部２０２ａの径方向に互いに対向して２箇所形成されている。凹部２０２ｂには、板状部
材２０８の凸部２０８ａが嵌合される。これにより、板状部材２０８は、ホルダ２０２に
対して回転が規制された状態で保持されている。
【００２１】
　板状部材２０８は、金属等により円環状に形成されており、凸部２０８ａは、板状部材
２０８の内周部から径方向内側に突出して設けられている。凸部２０８ａは、凹部２０２
ｂに対応して板状部材２０８の径方向に互いに対向して２箇所配置されている。
【００２２】
　また、板状部材２０８の２箇所の凸部２０８ａのうちの一方の凸部２０８ａ側は、モー
ドダイアル１１０の方向（図の上方向）に折り曲げられており、これにより、板状部材２
０８に第１の弾性変形部２０８ｃが形成されている。
【００２３】
　第１の弾性変形部２０８ｃには、第１のボール収納部２０８ｄが形成され、第１のボー
ル収納部２０８ｄとクリック板金２０９（図２及び図３参照）との間には、第１のボール
２１０が配置されている。クリック板金２０９は、モードダイアル１１０の裏面側に固定
され、クリック板金２０９には、スリット穴２０９ａがモードダイアル１１０の回転方向
に複数設けられている。第１のボール２１０は、板状部材２０８の第１の弾性変形部２０
８ｃによりクリック板金２０９のスリット穴２０９ａ（図３参照）に向けて付勢されてい
る。
【００２４】
　ここで、第１の弾性変形部２０８ｃは、本発明の第１の付勢手段の一例に相当し、第１
のボール２１０は、本発明の第１のクリック部材の一例に相当し、スリット穴２０９ａは
、本発明の第１の係合部の一例に相当する。そして、第１のボール２１０、スリット穴２
０９ａ、及び第１の弾性変形部２０８ｃにより本発明の第１のクリック機構を構成してい
る。
【００２５】
　板状部材２０８の２箇所の凸部２０８ａのうちの他方の凸部２０８ａ側は、モードダイ
アル１１０の方向と反対の方向（図の下方向）に折り曲げられており、これにより、板状
部材２０８に第２の弾性変形部２０８ｅが形成されている。
【００２６】
　第２の弾性変形部２０８ｅには、第２のボール収納部２０８ｆが形成され、第２のボー
ル収納部２０８ｆと露出補正ダイアル１１１のクリック溝１１１ａとの間には、第２のボ
ール２１１が配置されている。クリック溝１１１ａは、露出補正ダイアル１１１の回転方
向に複数設けられている。第２のボール２１１は、板状部材２０８の第２の弾性変形部２
０８ｅにより露出補正ダイアル１１１のクリック溝１１１ａに向けて付勢されている。
【００２７】
　ここで、第２の弾性変形部２０８ｅは、本発明の第２の付勢手段の一例に相当し、第２
のボール２１１は、本発明の第２のクリック部材の一例に相当し、クリック溝１１１ａは
、本発明の第２の係合部の一例に相当する。そして、第２のボール２１１、クリック溝１
１１ａ、及び第２の弾性変形部２０８ｅにより本発明の第２のクリック機構を構成してい
る。
【００２８】
　露出補正ダイアル１１１には、撮影者が選択可能な露出補正印字部１１１ｂが周方向に
沿って印刷により設けられている。露出補正ダイアル１１１は、ホルダ２０２の軸部２０
２ａに対して回転可能に嵌合され、ホルダ２０２は、トップベース２０１に貫通穴部２０
１ｂに嵌合固定されている。この状態では、露出補正ダイアル１１１は、モードダイアル
１１０とトップベース２０１の間でホルダ２０２の軸部２０２ａに対して回転操作可能に
支持されている。
【００２９】
　前述した露出補正ダイアル１１１のクリック溝１１１ａは、露出補正ダイアル１１１の
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モードダイアル１１０と軸方向に対向する側（表面側）面に、露出補正ダイアル１１１の
停止位置に対応して周方向に沿って複数形成されている。クリック溝１１１ａの両側壁は
、第２のボール２１１を上下方向に移動可能にするため、斜面形状とされている。
【００３０】
　露出補正ダイアル１１１の裏面側には、第２の接片２１２が熱溶着等で固定され、第２
の接片２１２は、パターン基板２１３に電気的に接続されて、露出補正ダイアル１１１と
一体に回転する。
【００３１】
　なお、本実施形態では、露出補正ダイアル１１１を樹脂部品で形成しているため、第２
の接片２１２を露出補正ダイアル１１１に直接熱溶着にて固定している。しかし、露出補
正ダイアル１１１を例えば金属部品で形成する場合は、別途スペーサなどの樹脂部品を介
して第２の接片２１２を露出補正ダイアル１１１に固定してもよい。
【００３２】
　第２のボール２１１は、露出補正ダイアル１１１のクリック溝１１１ａに係合すること
で、露出補正ダイアル１１１の回転操作時に所望の位置で露出補正ダイアル１１１を停止
させ、かつクリック力を発生させる。前述したように、第２のボール２１１は、板状部材
２０８の第２の弾性変形部２０８ｅによりクリック溝１１１ａに向けて付勢されている。
【００３３】
　撮影者が露出補正ダイアル１１１を回転操作すると、第２の弾性変形部２０８ｅの付勢
力によりクリック溝１１１ａに向けて付勢されていた第２のボール２１１は、第２の弾性
変形部２０８ｅの付勢力に抗してクリック溝１１１ａの側壁斜面に沿って上昇し始める。
【００３４】
　そして、撮影者が露出補正印字部１１１ｂをトップベース２０１の指標２０１ａに合わ
せて露出補正ダイアル１１１の回転を止めると、第２のボール２１１は、第２の弾性変形
部２０８ｅの付勢力によりクリック溝１１１ａの側壁斜面に沿って下降する。これに伴い
、第２のボール２１１は、露出補正ダイアル１１１の回転方向における隣のクリック溝１
１１ａに係合して停止する。
【００３５】
　このとき、第２のボール２１１が係合するクリック溝１１１ａの位置と露出補正印字部
１１１ｂの表示の位置は、トップベース２０１の指標２０１ａと一致している。第２のボ
ール２１１がクリック溝１１１ａの側壁斜面を乗り越えて隣のクリック溝１１１ａに係合
する際に、撮影者の手にクリック力が伝わることになる。
【００３６】
　図２、図３、及び図５を参照して、モードダイアル１１０の表面側には、周方向に沿っ
てモード印字部１１０ａが印刷により設けられている。モードダイアル１１０は、ホルダ
２０２の軸部２０２ａの内周部に回転可能に嵌合される軸部１１０ｂを有し、これにより
、モードダイアル１１０がホルダ２０２の軸部２０２ａに対して回転操作可能に支持され
ている。本実施形態では、モードダイアル１１０の回転軸と露出補正ダイアル１１１の回
転軸とは、同軸配置されている。
【００３７】
　モードダイアル１１０の軸部１１０ｂの先端部（図３の下端部）には、モードダイアル
１１０と一体に回転する第１のホルダ２１４がビス２１５等により位置決め固定されてい
る。また、第１のホルダ２１４のモードダイアル１１０を向く側の面には、第１の接片２
１６が熱溶着等で固定されている。第１の接片２１６は、パターン基板２１３に電気的に
接続され、モードダイアル１１０及び第１のホルダ２１４と一体に回転する。
【００３８】
　第１のボール２１０は、第１のクリック板金２０９のスリット穴２０９ａに係合するこ
とで、モードダイアル１１０の回転操作時に所望の位置でモードダイアル１１０を停止さ
せ、かつクリック力を発生させる。前述したように、第１のボール２１０は、板状部材２
０８の第１の弾性変形部２０８ｃにより第１のクリック板金２０９のスリット穴２０９ａ
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に向けて付勢されている。
【００３９】
　撮影者がモードダイアル１１０を回転操作すると、第１の弾性変形部２０８ｃの付勢力
によりスリット穴２０９ａに係合していた第１のボール２１０は、スリット穴２０９ａを
乗り越えて下降し、隣り合うスリット穴２０９ａの平面部２０９ｂを摺動する。そして、
撮影者がモードダイアル１１０のモード印字部１１０ａをトップベース２０１の指標２０
１ａに合わせて回転を止めると、第１のボール２１０は、第１の弾性変形部２０８ｃの付
勢力により隣のスリット穴２０９ａに係合して上昇し、停止する。
【００４０】
　このとき、第１のボール２１０が係合するスリット穴２０９ａの位置とモード印字部１
１０ａの表示の位置は、トップベース２０１の指標２０１ａと一致している。第１のボー
ル２１０がスリット穴２０９ａを乗り越えて隣のスリット穴２０９ａに係合する際に、撮
影者の手にクリック力が伝わることになる。
【００４１】
　なお、本実施形態では、モードダイアル１１０、及び露出補正ダイアル１１１は、３６
０度（全周）の回転操作が可能である。撮影者は、トップベース２０１の指標２０１ａに
対して、モードダイアル１１０の印字部１１０ａあるいは露出補正ダイアル１１１の印字
部１１１ｂを合わせることにより、カメラの撮影モードあるいは露出補正値の切り替えが
可能となる。
【００４２】
　また、第１のボール２１０及び第２のボール２１１の外径、板状部材２０８の材質、形
状、折り曲げ寸法等を調整することで、第１のボール２１０と第１のクリック板金２０９
との当接力、第２のボール２１１と露出補正ダイアル１１１との当接力を変更可能である
。これにより、モードダイアル１１０と露出補正ダイアル１１１のそれぞれの回転トルク
の変更と調整が可能になる。
【００４３】
　次に、図２、図３、及び図６を参照して、パターン基板２１３について説明する。パタ
ーン基板２１３は、ホルダ２０２の軸部２０２ａの軸方向において第１のホルダ２１４と
露出補正ダイアル１１１との間に配置される。パターン基板２１３には、第１の接片２１
６に接触する第１のパターン部２１３ａと、第２の接片２１２に接触する第２のパターン
部２１３ｂとが同一の面（片面）に形成されている。
【００４４】
　また、パターン基板２１３は、第１のパターン部２１３ａが第１の接片２１６に対向し
て接触すると共に、第２のパターン部２１３ｂが第２の接片２１２に対向して接触するよ
うにホルダ２０２の軸方向の両面（図３の上下面）を挟み込んだ状態で折り曲げられる。
【００４５】
　具体的には、本実施形態では、パターン基板２１３における第１のパターン部２１３ａ
の形成部分は、ホルダ２０２の裏面（図３の下面）２０２ｃに両面テープ２１７（図２参
照）により固定される。また、パターン基板２１３における第２のパターン部２１３ｂの
形成部分は、ホルダ２０２の表面（図３の上面）２０２ｄに両面テープ２１８（図２参照
）により固定される。
【００４６】
　図６に示すように、パターン基板２１３における第１のパターン部２１３ａの形成部分
の略中央部には、第１の位置決め穴２１３ｃが形成され、外周部には、第１の回転止め部
２１３ｄが形成されている。第１の位置決め穴２１３ｃは、図３に示すように、ホルダ２
０２の裏面２０２ｃから延出する軸部２０２ｅに嵌合されて位置決めされ、第１の回転止
め部２１３ｄは、ホルダ２０２の裏面２０２ｃの外周側に突設された不図示のボスにより
位置決めされる。
【００４７】
　第１の位置決め穴２１３ｃを第１のパターン部２１３ａの略中央部に形成することによ



(8) JP 6362106 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

り、第１の回転止め部２１３ｄを第１のパターン部２１３ａの外周側でＵ字形状の切欠き
とすることが可能となる。これにより、第１のパターン部２１３ａの径方向の小径化が可
能となる。
【００４８】
　同様に、パターン基板２１３における第２のパターン部２１３ｂの形成部分の略中央部
には、第２の位置決め穴２１３ｅが形成され、外周部には、第２の回転止め部２１３ｆが
形成されている。第２の位置決め穴２１３ｅは、図３に示すように、ホルダ２０２の表面
２０２ｄから延出する軸部２０２ａに嵌合されて位置決めされ、第２の回転止め部２１３
ｆは、ホルダ２０２の表面２０２ｄの外周側に突設されたボス２０２ｆにより位置決めさ
れる。
【００４９】
　第２の位置決め穴２１３ｅを第２のパターン部２１３ｂの略中央部に形成することによ
り、第２の回転止め部２１３ｆを第２のパターン部２１３ｂの外周側でＵ字形状の切欠き
とすることが可能となる。これにより、第２のパターン部２１３ｂの径方向の小径化が可
能となる。
【００５０】
　パターン基板２１３は、カメラ本体１０１の不図示の制御回路に電気的に接続されてい
る。また、パターン基板２１３の第１のパターン部２１３ａ、及び第２のパターン部２１
３ｂは、銅箔の露出部分であり、それぞれ第１の接片２１６、及び第２の接片２１２に対
して電気的に接触／非接触が切り替わるように構成されている。
【００５１】
　図２及び図３において、ベース板金２０６は、カメラ本体１０１のシャーシ（不図示）
にビス（不図示）等により締結されており、カメラ本体１０１のグランドに電気的に導通
している。接地板金２０７は、モードダイアル１１０及び第１のホルダ２１４を締結する
ビス２１５を付勢する板バネであり、モードダイアル１１０と電気的に接続されている。
接地板金２０７は、前述したように、ホルダ２０２及びベース板金２０６と共にビス２０
３～２０５等によりトップベース２０１に共締め固定されている。
【００５２】
　これにより、モードダイアル１１０は、接地板金２０７を介してベース板金２０６に対
して電気的に接続されており、最終的にはパターン基板２１３のグランドレベルと同一に
なっている。この結果、モードダイアル１１０付近に静電気が印加された場合でも、モー
ドダイアル１１０の近傍に配置されている信号ラインに影響を及ぼしにくくなり、カメラ
全体の耐性も向上する。
【００５３】
　以上説明したように、本実施形態では、モードダイアル１１０と露出補正ダイアル１１
１が軸方向に対向する空間に、モードダイアル１１０及び露出補正ダイアル１１１のそれ
ぞれの回転操作時にクリック力を発生させるクリック機構を配置している。これにより、
互いに独立して回転操作可能な上下２段の回転操作部材であるモードダイアル１１０及び
露出補正ダイアル１１１の軸方向の寸法を短くすることができ、カメラの小型化を図るこ
とが可能となる。
【００５４】
　また、本実施形態では、パターン基板２１３の第１のパターン部２１３ａ及び第２のパ
ターン部２１３ｂの小径化が可能なため、パターン基板２１３を保持するホルダ２０２を
露出補正ダイアル１１１の内径側に配置することができる。これにより、モードダイアル
１１０及び露出補正ダイアル１１１の軸方向の寸法をより短くすることが可能となる。
【００５５】
　更に、本実施形態では、モードダイアル１１０、及び露出補正ダイアル１１１は、互い
に独立して３６０°の回転操作が可能であるため、撮影モードや露出補正値の切り替え以
外にも様々な種類のパラメータ設定に適用することができ、設計上の自由度が向上する。
【００５６】
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　なお、本発明の構成は、上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、材質
、形状、寸法、形態、数、配置箇所等は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変
更可能である。
【符号の説明】
【００５７】
１０１　カメラ本体
１１０　モードダイアル
１１１　露出補正ダイアル
１１１ａ　クリック溝
２０１　トップベース
２０２　ホルダ
２０８　板状部材
２０８ｃ　第１の弾性変形部
２０８ｅ　第２の弾性変形部
２０９ａ　スリット穴
２１０　第１のボール
２１１　第２のボール

【図１】 【図２】
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